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おわ りに

1.金 融 規 制 の 新 た な 必 要 性

一一 金融規制はなぜ必要 なのか

1)

す で に前 稿 で,「 なぜ 銀 行 を規 制 す るの か」(Whyregulatebanks:)に っ

い て,主 要 国 の問 題 意 識 につ い て は概 観 して きた
。 それ は,従 来 の問 題 意 識

とい って い いか も知 れ な い。 そ こで本 稿 で は,現 在 の 問題 意識 と して は ど う

な の か,ど う変 わ って きた の か。2,3の 例 を挙 げ なが ら検 討 して み よ う
。

池尾和人 は著書 『銀行 リス ク と規制 の経済学』 の中で,第II部 を銀行規制

に充 て,

① セイ フテ ィ ・ネ ッ ト(預 金保 険制度,市 場規律 と預 金保険,オ プシ ョ

ン としての預金保険,改 革 の諸構想)
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② 資本構成 と債権譲渡(自 己 資本比率規制,資 本規制 と銀行 行動,ロ ー

ン ・セール)

③ 業際規制 と制度改革(制 度改革 と経済分析,隔 離 問題 組織形 態 と銀

行行動)
2)

に分 けて論 じてい る。

これ はキー ワ0ド だ けで,さ らに説 明 を要 しよ うが,結 論 として 「業務分

野規制 の緩和 を中心 とした金融制度 の改革 は,対 応 した公 的セイ フテ ィ ・不

ッ トの提供体制 の改革 を伴 わな ければ,望 ましい結果 を もた らしえないので

あ3)」 とし,そ の前提 として,「 銀行 のf樹(活 動 網 や価 格 設定 等)に 対
の

して種 々の規制 を加 える」必要性 を認識 してい るようで ある。

もう0つ,金 融規制 の新 た な視 点 を提 示す るもの として,貝 塚啓明 ・植 田

和 男 らのr変 鞠 の金融 システ2』 か ら得 られ 磯 つかの知見 をr-1し よ う・

「①"1年 代以降の金融規制の動向

当初 は規制緩 和 ・廃止(deregulation)の 方向 にあ った一一 ア メ リカ

にお ける預金金利規制 の廃止,イ ギ リスにお ける ビッグバ ン,カ ナダ ・

日本 にお ける制度改 革。

1980年 代後 半か ら90年 代初 めに金融 システムの不安定性 が顕在化一 一

アメ リカにお ける貯蓄 貸付 組 合(S&L)の 経 営破 綻,ヨ ー ロ ッパ大 陸

諸 国での銀行 の経 営破綻,日 本 の銀行 の不良債権 の増加,等 。

従来,金 融 システムの安定性 を維持 して きた と思われた預 金保 険 の機

能 に対 して強 い疑 問が提起 され る とともに,バ ラ ンス ・シー ト規制 を中

心 とす る健 全性 維持 のた めの規制 の見直 しが議論 され,特 にア メ リカで

は大幅 な改革が実行 され るに至 った。

(規制緩和 か ら規制 の見直 しへ)

20国 際経営論集No.19200{〕



② 規制の分類

金 融 規 制

システ ミック ・リスクの防止

(D競 争 制 限 的 規 制

a.価 格規制(利 子 率 ・手数料 な どの固定)

b.内 外資本移動 への規制

c .業 務 分野 の規制

銀行業 内での専 門化

銀行業 ・証券業 ・保 険業 の区分

銀 行業 と商業(commerce)と の分 離

国境 を越 える金融サ ー ビスの規制

d.新 規参入 に関 す る規制

国内金融機 関設立へ の制約

外 国金融機 関設立へ の制約

(2)健 全 性 規 制(prudentialregulation)

a .バ ラ ン ス ・シ ー ト比 率 規 制 と リス ク 回 避 規 制

b。 実 地 検 査(on・siteinspection)と 外 部 監 査(external

auditing)

個 別 リス クの 防止

(Dデ ィス ク ロ ー ジ ャ ー

(2)預 金 保 険 機 構

(3)最 終 的 な 貸 手

シ ス テ ムの 効率 性 促 進

(1)独 禁 法 的 規 制

(2)銀 行 の 株 式 保 有 制 限

(貝塚 ・植 田 『変革期 の金融 システム』35ペ ージ よ り)
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これ らの規 制 は,1980年 代 におい てか な り変化 を遂 げた。(中 略)競

争制 限的規制 の市場原則へ の制約 にかかわ る規制 の うち,価 格規制,内

外資本 移動 への規制,業 務 分野規 制が大 き く変化 を遂 げた。(中 略)他
6)

方,健 全性規制 は,最 近 になってむ しろ強化 された とい っていい。」

さ らに,金 融規制 にお ける残 された争点 として預 金保 険の有効性 を挙 げて

い7)。

と もあれ,金 融 規 制 とは政 府 の介 入 に他 な らず,介 入 が 正 当化 され るべ き

理 由 とは,民 間 に よ る 「市 場 の 失 敗 」(marketfailure)で あ る。 こ こ数 年

の個 別 銀 行 の金 融 破 綻 と金 融 シ ス テ ム全 体 へ の影 響 の懸 念 が,金 融 当局 に よ

る規 制 の 再 強 化 に根 拠 を与 え て い る とい え よ う。

灘 山龍錨 は,こ の点 で2つ 備 鰍 念図(図1)を 示 してい るので,参 考

と し た い 。

2.金 融規制 の今 日的問題 点

(1)専 門家による指摘
9)

銀 行 理 論 の 近 年 の 名 著 とい わ れ るFreixasandRochetの 著 書 に よ っ て ・

こ れ ま で 指 摘 した 金 融 規 制 の 今 日的 問 題 点 を検 証 して み よ う。

同 書 で は,最 後 の 第9章 をTheRegulationofBanks(銀 行 の 規 制)と し

て,RegulationTheoryandBankingTheory(規 制 理.論 と銀 行 理 論)・

WhyDoBanksNeedaCentralBank?(銀 行 は な ぜ 中 央 銀 行 を必 要 とす る

の か),P。rtf。li。Restricti・ns(投 資 資 産 の 制 限),Dep・sitlnsurance(預

金 保 険),SolvencyRegulations(弁 済 能 力 規 制),TheRegulationof

BankFailures(銀 行 破 綻 へ の 規 制),等 を取 り扱 っ て い る 。

この 中 で,重 要 点 と思 わ れ る もの を幾 つ か 選 ん で 議 論 す る 。

(1)TheJustificationofRegulation(規 制 の 正 当 化)
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金融構造
(金融取引 に関わ り合っている各主体ないし諸組織

の間における影響力の相互依存関係)

金融取引技術や経済循環構造 と

いった技術的 ・経済的諸条件

(石油危機以降 の低成長経済 への移

行,バ プルの発生 と崩壊,変 動相場

制下の経済収支黒字基調持続等)

金融 システム

〈金融の動態的側面〉

金融の充足囮

〈金融の静態的側面〉

広翻 金一]

(下 記 「広義 の 金融 制 度」

の下 にお け る金融 機 関,

企 業,個 人 等 各 主体 の金

融 面 に関 す るニー ズ とそ

れへの対 応)

(金融 取 引 の前 提 とな っ

て いる枠組 み)

金融規制一 組織運営のルール

(金融取引に関する法規制 ・慣行等)

金融 システム

の効率性追求

金融 自由化

の進行

金融 システム

の安定性確保

信用秩序維持

の必要

図1

金融市場

L

狭義の金融制度

金融取引に関わる組織

(中央銀行,金 融仲介機関,

郵便局等)

金 融 の構 造 ・制 度 ・規制 の概 念 図

(出典)灘 山龍輔 「我が 国金融規制 に関す る一考察 」 『高千 穂論叢i』第34巻 第1号,156

頁。
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市場の整備

市場の失敗

金融業 におけ る外部効果

(経済 主体 の行動 が他 の 主体

に影 響 を与 え,し か も そ の

影 響 が市 場 を通 じた効 率 的

な資 金配 分 につ なが らな い

こ と)

経済サービスに対する利用

者の信認が動揺する懸念

金 融業 にお け る情 報 の 非 対

称 性(最 適 な 市 場 取 引 に は

各 主体 が 所 要 の情 報 を も っ

て いる ことが望 ましい〉

金融 業 にお ける 「規模 の経

済性」の可 能性(市 場 に委

ねると寡 占化する懸念)

☆支払準備 をべ一 ス とした信 用創造

☆預金 による資金集中(pool)

☆預金取付け発生に対 し脆弱

(銀行等の破綻の可能性)

市場経済 を支 える決済 システムの

機能不全(シ ステ ミック リスク)

預金者等の情報劣位

利益相反(あ る取引に複数

の利害関係者が介在 し,そ

の関係者間の利益が対立す

る状態)

装置産業化(機 械化進展等)

寡 占化が進行の可能性

(市場支配力)

(出典)同 稿,157頁 。

図2金 融規制の相互連関

一 般 に 公 的 規 制(publicregulation)は,市 場(で)の 失 敗(market

failure)に よ っ て 正 当 化 さ れ る。 銀 行 規 制 に つ い て い え ば,"safetynet"

(セ ー フテ ィ ・ネ ッ ト)の 提 供 の必 要 性(銀 行 破 綻 時 の 預 金 者 保 護 〉 に基 づ

く,失 敗 の 影 響 は大 き い か らだ 。

(2)SafetyandSoundnessRegulatoryRequirements(安 全 性 ・健 全 性 へ

の規制条項)
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競争制限規制(取 引,市 場,業

者 の各視点 か らルール を見直 し

つつ基本的 に は自由化の方向)

金融 システムの安定

性の問題

信 用秩 序 の保 持

(決 済 シス テ ム

が円滑かつ安全

に運 営 され る こ

と)

新規参入規制(営 業免許制等)

個別金融機関の健全

性確保 業務分野規制(業 態棲分け)
1

債務超過 の リス ク 過当競争の防止 ☆銀行・証券 ・保険各部門の分離

☆銀行部門の長短分離,信 託分離

支払不能 の リスク

一
預金者 ・投 資家 の

保護(特 に小 口)
一

価格(金 利)競 争規制

(モラル ・ハザ ー ドの問題)

非価格競争規制(店 舗等)

経営諸比率規制

」 璽 ヒ率規制等
不正行為防止の問題 一 経 営 内容 の デ ィス

ク ロ ー ジ ャ ー(情

報開示)
事 後 的 規 制(safetynet)

」趣 聯 の設置
利益相反 の問題 ←一

方 の利益 を他方 の利

益 よ り優先 させ る)

市場機能の

発揮=公 正

かつ競争的

な価格形成

金融監督庁検査 ・日本銀行考査

等による個別金融機関の監督 と

早期是正措置の導入
1

エ コ ノ ミー ・オ ブ ・ス コ

ー プ(範 囲 の経 済 性)

金融 システムの効率性の問題

業務隔壁の設置 独 占禁止政策の遂行 一 公取委

(主に銀行業の場合)

以 下 の6タ イ プ に 分 類 さ れ よ う 。

1.Depositinterestceilings(預 金 金 利 の 上 限)

2.Entry,branching,network,andmergerrestrictions(新 規 参 入,支

店 展 開,ネ ッ ト ワ ー ク 形 成,合 併 の 制 限)

3.Portfoliorestrictiolls,includingreserverequirementsand,even,as

anextremecase,narrowbanking投 資 資 産 の 制 限,準 備 預 金 率 を 含 む 。
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極 端 な ケ ー ス と し て は 狭 義 の 銀 行 業(narrowbanking)も あ り う る 。

4.Depositinsurance(預 金 保 険)

5.Capitalrequirements(自 己 資 本 比 率)

6.Regulatorymonitoringincludingnotonlyclosurepolicybutalso

theuseofmarketvaluesversusbookvalue.(規 制 的 モ ニ タ リ ン グ,銀

行 閉 鎖 に 限 定 せ ず,市 場 価 格 対 帳 簿 価 格 の 差 異 も利 用 す る)

こ こで モ ニ タ リ ン グ に 言 及 が あ っ た の は,面 白 い 。

以 上 の 中 で,目 新 し い も の と し て,narrowbanking(狭 義 の 銀 行 業)が

あ っ た 。 同 書 で 銀 行 の 定 義 を,AbankZSaninstitutionwhosecurrent
10)

operationsconsistingrantingloansandreceivingdepositfromthepublic.

(銀 行 と は,そ の 日常 活 動 が 貸 出 し を 認 め,大 衆 か ら預 金 を受 け 入 れ る 仕 事

か ら成 り立 つ 機 関 で あ る)と 定 義 し,将 来 は商 業 銀 行 は2つ の 種 類 の 特 化 し

た 機 関1つ は"narrowbank"(狭 義 の 銀 行)ま た は 投 資 信 託 と,も う

1つ はfinancecompany(金 融 会 社)ま た は 信 用 組 合 に 分 か れ る だ ろ う と

ー-)

述 べ て い る。

この場 合,狭 義 の銀 行 は大 衆 の預 金 をgradedsecurities(流 通 証 券)に 投

資 し,金 融 会 社 は貸 出資 金 を債 券 また は株 式発 行 で 調 達 す る こ とに な る,と
12)

付 言 して い る。

② 金融規制 と諸人士 の発 言

これ まで金融規制 について,2,3の 専門家 の考察 をみて きたが,こ こか

らは金融分野 の諸家 の発言 を幅 広 く点検 す る こととしたい。

西脇 廣 治 は,「 銀行 規制 の問題 は,学 問 として発展 過程 にある規制 の経済
13}

学 と伝 統 的 な 銀 行 論 の 両 分 野 に また が る研 究 分 野 で あ る と言 え る。」 と して

い る。

池 尾 ・金 子 ・鹿 野 で は,銀 行 検 査 ・考 査 に触 れ て,以 下 の よ うに述 べ て い

る。
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「このほか,公 的当局 に よる銀行規制 ・監督 上 の重要 な手 法 として,銀

行 検査 ・考査 があ る。 これ は,公 的 当局 が個 々の銀行 か ら銀行経 営 に関

す る資料 を徴求,そ う した資料 に基づ き経営動 向や資産 内容 を分析 した

り,ヒ ヤ リング(聞 き取 り調査)の 実施 あ るい は個 々の銀行 に直接赴 き,

当該銀行 の資産 ・負債 の状況 は もとよ り,バ ラ ンス シー トに現れ ない資

産価値 の変動 や審査 ・管理体制 について も評 価 す るこ とで銀行 の経 営実

態 を よ りきめ細 か く把握 し,場 合 に よって は改善指導 を行 うな ど,経 営
]4}

の健 全性 を確保 しよ うとす る ところに特色 が ある。」

粕谷 宗久 は,伝 統的 な銀行 の捉 え方 に,次 の ような新 しい視点 を紹介 して

い る。

「こう した伝 統的 な銀行 の捉 え方 に,情 報 の経済学 とい う新 た な観点 を

加 える必 要が ある。伝統的 な価格理論 の もとで は,情 報 の完全性 等所定

の仮定 の もとに,価 格機構 が資源 の社会 的最適 配分 を実現 す る。情 報が

完全で あれ ば,価 格 が需給 の シグナル として働 き,最 適 な配分 が達成 さ

れ るとい うものであ る。 ところが,情 報 の完全性 の仮 定が崩れ る ときに

は,新 た な考察 が必要 にな る。情 報 の完全性 の仮定 が崩れ るケース は,

①将来 の出来事 に対 し情報 が不確 実 な場合,② 各経済 主体 間で1青報 が非
15}

対称 の場合,の2つ が考 えられ る。」

ドウ ワ トリボン,テ ィロールか らは,次 の よ うな点 で啓発 され る。

「① 銀行 はなぜ破綻 す るようにな ったのか

第二次大戦後 しば ら くの間 は,多 くの国 にお いて,銀 行 間は もとよ り

銀行 とその他企業 との競 争 も制限 されてお り,銀 行 業務 も極 めて標準 化

されて いた。 この時代 は銀行 に とって居心地 の よい時代で あ り,銀 行破

綻 はほ とん ど発生 しなか った。 これ に対 して,最 近25年 間 をみ る と,銀

行 を巡 る競 争環境 は激 しさを増 し,リ スク を伴 う新規業務 も拡大 し,多

くの国で銀行 システム を揺 るがす よ うなマ クロ経済 シ ョックが発生 して
16)

い る。 この結 果,銀 行 は深 刻 な 問題 を抱 え る よ うに な って きた 。」
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「② 銀行 の経営不祥事

銀行危機 の原 因 は銀行 の不祥事 にあ る との指摘が しば しばなされ る。

確 か に,銀 行 の不祥事絡 みの事件 が多 く,そ れが深刻で あ ることは事実

であ るが,不 祥事 の発生 は今 に始 まった ことで はない。重要 なの は,不

祥事 が なぜ80年 代 に集中的 に表面化 したのか とい う点で ある。 これ につ

いては,80年 代 に至 り銀行 を取 り巻 く収益環境 が厳 しさを増 す中で銀行

経営陣や株主 に対 す る歯止 めが きか な くなった とい うのが妥 当な解釈 で

あ ろう。 つ ま り,不 祥事 が銀行 危機 の直接 の引 き金 になってい る場合 で
1ア　

も遠 因 はや は り銀行 を取 り巻 く環境 の変化 にあ る とみ るべ きであ る。」

「③ 規制 理 由の探 索 なぜ銀行 を規制 す るのか,銀 行規制 は どうある

べ きか,そ もそ も銀行 を規制 すべ きなのか,と い った点 につ いて経済学

者の間で もコンセ ンサス は存在 しな い。 これ は,銀 行 規制 に関す るこれ

までの議論が あ ま りに細分化 されす ぎていたか らであ る。 つ ま り,議 論

を銀行 の特定 の性質(資 産変換 機能,決 済 システムへ の参加,高 い レバ

レ ッジな ど)に 限定 した り,特 定 の規制(準 備預金,預 金保 険,流 動性

供給 な ど)に つ いてのみ議論 を展 開 して きた き らいが ある。本書 の基 本

的 な立場 は,個 別 の論点 を離 れ,そ もそ も銀行 を規制 す るの はなぜか と

い う原点 に立 ち返 るこ とで ある。 まず,こ の点 につ いての考 え方 を固 め,

その上 で,ど の ような規制 が望 ましい のか,銀 行 の特殊性 はどの程度配
　

慮 す べ きか,と い った細 部 に議論 を進 め る のが 適 当 で あ ろ う。」

「④ 本 書 の ア プ ロー チ

銀 行 規 制 に関 す る本 書 の ア プ ロー チ は極 め て常 識 的 で あ る。 す なわ ち,

これ まで 多 くの金 融 関 係 者 が主 張 して きた よ うに,銀 行規 制 は小 口預 金

者 を保 護 す るた め に存 在 す る とい う立 場 を とる。 銀 行 は,多 くの 企 業 と

同 じ く,モ ラル ・ハ ザ ー ドや 逆選 択 が 発 生 す る危 険 に晒 さ れ て い る。 そ

れ故,投 資 家 は,審 査,監 査,コ ビナ ン ト作 成,経 営 介 入 な ど を通 じて

銀 行 経 営 者 をモ ニ タ リ ング しな けれ ば な らな い。 こ う した モ ニ タ リン グ
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活 動 は,煩 雑 で,コ ス トも時 間 もか か る。 さ ら に,モ ニ タ リング は誰 か

ひ と りが行 え ば十 分 で あ り,そ の他 の人 々 が 同 じ こ とを繰 り返 す の は無

　
駄 にな る とい う意味 で 「自然独 占」 的で ある。」

「⑥ モニ タ リング と代 表仮説

銀行 の債務 は主 として小 口預金者 に よ り保有 され てい るが,こ うした

預 金者 は多 くの場 合 に,銀 行 のオ ンバ ラ,オ フバ ラ両面の業務 の詳細 ま

で は十 分 に理解 で きていない。 また,銀 行 の何十万,何 百万 とい う顧客

ひ とりひ とりに とってみれば,他 の誰 かが銀行 をモニ タ リングすれ ば よ

いので あって,敢 えて 自分 か らこれ に手 を着 け よう とは思 わない。 つ ま

り,フ リー ・ライ ドの問題 が発生 してい る。 これ を解決 す るに は,小 口

預 金者 の私的 あ るい は公 的 な代 表者 をひ とりだ け指名 し,そ の人 に銀行

　
をモニ タ リング させ れば よい。 これが本書 の主張 す る代 表仮説 であ る。」

「⑥ 家計 の債権 選択

預金保険 が ある とい う事情 を別 にすれ ば,家 計が金融仲介機 関 に対 し

て債権 を持 とう とす る場 合 にそれ は必 ず しも預 金の形態 を とる必 要 はな

く,株 式 の保有 であ って もか まわ ない はずで ある(も ち ろん家計 は預金

だ けに投資 す るわ けで はない。例 えば,投 信 を通 じて株 式 に投資 す る こ

ともあ る)。 それ に もか かわ らず,多 くの場合 に預金 の形 態 を とるの は

なぜだ ろ うか。

家計 は危 険回避的 とい うのが この問 いに対す る1つ の答 えで ある。 つ

ま り,家 計 は失業や疾病,あ るい は住宅 の購入や子供 を大学 に行 かせた

りす るこ とに備 えて リス クの高 い投資 を回避 す るのであ る。別 な解釈 と

しては,家 計 は危 険資産 の価 値 について情報 が乏 しいので情報面 で優 位

な立場 にあ るイ ンサイダーや投機家 な どに騙 され ない ように危険資産 へ

の投資 を控 える とも考 え られ る。 また,リ ス クの低 い資産 は値決 めが容

易 なので取引 に伴 うコス トを削減 で きる とい うの も理 由の ユつか も しれ
zip

な い 。」
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ちなみ に本書 は,ス タンフ ォー ド大学教授 青木 昌彦氏 によって,同 書 「日

本語版 への序文」の中で 「銀行 規制 の問題 に関 して,理 論 的 には最 も革新 的,
22)

政策 的 には最 も適切 」 と評 され てい る。

清水 は,銀 行 の情 報生産 について,下 記 の よ うに描 いてい る。

「銀行 の主要 な役割 が情報 生産 で ある とい う認識 は,情 報 の経済学 の発

展 の中ですで に常識 にな って いる。 しか し,情 報 とい う言葉 の定義 はき

わめて広範 で あ り,そ れ ぞれ の論 者が異 なった文脈 やモデルの中で異 な

った定義 で用 いているた めに,現 実 の銀行が どの ような情報 を生産 して

いるのか につ いては必ず し も明確 な説 明 は行 われてい ない ように思われ

る。 また銀行 内で も,伝 統 的貸 出業務 に関わ る情 報 は金融派生商 品の取

引,あ るいはM&Aの 仲介 等 の手 数料 収 入 を生 む ような情 報 とは異 な

った性質 を持 ってい るで あろ う。

預貸金業務 にお ける銀行 の情 報生産 とい う ときには,一 般 に銀行 が借

手 の信 用力や プロジェ ク トの将来性 をコス トをか けた上 で判 断す る とい

う,審 査能 力 に関 して優 位性 を持 ってい る という意味 で使 われ る ことが

多 い。 その優 位性 の理 由 としてあ げられ るの は,専 門的知識 を持 った人

材 に よる評価能力 や決済 口座 を管理 して いる ことか ら くる監視機能,同

一業界 を含 めて広範 な取 引先 を持つ ことか ら くる情 報優位性,借 手 との

あいたい

相対 取 引 に基 づ く内部情 報 の入 手,規 模 の経 済 に よる審 査 の低 コス ト

等 々で ある。

そ こで,こ れ ら無数 の情報生産者 に対 して銀行 に情報生産 上 の優位性

が ある とすれ ば,そ れ は預金貸 出 に関す る口座取 引 を通 じて,キ ャッシ

ュ ・フローの推移 を日々特別 の費 用 をか ける ことな く知 るこ とが で きる

とい う点 にあ る。 しか し,そ れ 自体 は借手 の ご く短期 の動 向を知 る上 で

の優位性 であ るにす ぎない し,借 手が 口座取 引 をい くつかの銀行 に分散

してい る場合 には大 きな意味 を持 たない。 さ らに重 要な こ とは,い った

ん貸 出 を行 って しまえば,そ の借手 の収 益が悪化 して いる ことは把握 で
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きた として も,貸 出金 を回収 す るこ とは経 営破綻 を早 め る ことになるた

めに困難で あ るし,そ の業界 の専門家 でない銀行 員が経営 の改善 を指導

す る といった ことも,例 外 的 な場 合 を除 いて一般 的 には きわ めて困難 で
23)

あ る。」

3.検 査 ・考査 と金 融規制

わが国で,大 蔵省 一金融監督庁 による検査 と日本銀行 による考 査が,金 融

規 制 の一環 として機能 している ことは,論 を倹 たな い ところであ る。

藤 原 ・家森 は,従 来 の プルー デ ンス政策 の1つ として,検 査(考 査)お よ

びモニ タ リングを挙 げてい る。

「検査(考 査)お よびモニタリング

公的 当局 が金融機 関の経営姿勢や諸規制 の遵守,貸 出債権 の質 的分類

(健全性 に関す る レイテ ィング),内 部監査 の状態 等 につ いて,個 別 にチ

ェ ックを行 うことを検査 あ るい はモニ タ リング と呼 んでお り
,検 査官 が

直接銀行 に出向 いて資料 の徴求や質 問 を行 う場 合 を,実 地検査(オ ンサ

イ ト),電 話等 に よる 日常 的 な聞 き取 り調 査 をモニ タ リング(オ フサ イ

ト)と 呼 んで区別 してい る。

検査 お よびモニ タ リング に関 して は,国 や金融機関 の種類 によって担

当す る監督 当局 が複 雑 に絡 み合 ってお り,わ が国 の場合 に は,信 用組 合

については各都道府 県が 『機関委任事務』 とい う形 で検査 を担 当 して い

るほか,労 働金庫,農 協 ・漁協 については,そ れ ぞれ労働者,農 林水産

省 が,大 蔵省 と 『共管』 とい う形 で検 査 を行 ってい る。 また,そ れ以外

の主 な銀行(普 通銀行 や長期信 用銀行,信 用金庫 な ど)に つ いては,大

蔵省 と日本銀行 が,そ れ ぞれ個別 に検 査(日 本 銀行 の場合 には考 査 と呼

ぶ)・ モニ タ リングを行 ってい る。

わが国 におけ るこの よ うな検 査体制 について は,い わ ゆ る金融不祥事
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や住 専 問題 を契機 として,さ まざ まな観点 か ら批判 が行 わ れ て お り,

イ)検 査 担当機 関が金融機関 ご とに複雑 に異 な ってい る結果,責 任 の所

在が不明確 とな り,フ リー ライダー問題 や一種 の責任 の擦付合 いが生 じ

てい る,ロ)リ ス クの複雑化 に比 べて検 査の頻 度や内容が十分で はな く,

銀行 の経営 内容 につい て十分 な検査が行 われ ていないほか,検 査 の 日時

が事 前 に銀行側 に漏れ てい る可能性 があ る,ハ)検 査 が十 分行 われてい

る場 合で も,検 査 内容 に応 じた適切 な措 置が迅速 に行 われて いない(処
　

理 の先送 り),な どの点が指摘 されてい る。」

また,藤 井正志 は,『 金融業 の情報 開示 と検査,監 督 』で,「 日本 はア メ リ

カか ら何 を学ぶべ きか」 のテーマの下 で,日 本 の検査 の在 り方 について も下

記の ように提言 してい る。

「(米国 にお ける)複 数 の監 督官 庁の存在 は相互牽 制機能 を内在 す るが

ゆ えに,市 場 の変化 や革新 への対応 を可能 にす る柔軟性 を備 え,金 融産

業 の健全 な成 長の芽 を摘 む恣意的 な行政措置 に対 す るチ ェ ックア ン ドバ

ラ ンス機能 を発揮 す るもの とな ろう。

わが国 にお ける,銀 行 の検査 ・監督体制 を考 え る場 合 は,こ のチ ェッ

クア ン ドバ ランス機能 を考慮 に入れた検査 ・監督体制 とす るこ とが望 ま

しい と思われ る。現在,金 融監督庁 が銀行検査 の主管監督 官庁 とされて

いるが,従 来 か ら銀行 の考査 を行 って きた 日本銀行 の検査 ・監督 官庁 と

しての役割や,公 的資金 の注入 に関 して,問 題 銀行 の実態 を正確 に把握

すべ き預金保 険監督機構 の役割 を見直 し,銀 行 の検査 ・監督 に積極 的 に
'?5)

関与 させ る必 要 が あ ろ う。」

従 前 の 金 融検 査 に つ い て は,金 融 検 査 研 究 会 編 『新 時代 の 金 融検 査 実務 』

が あ った 。 それ は主 にCAMEL検 査 の実 施 に係 る もの で あ った 。

「CAMEL検 査の実施

(1)金 融 の 自 由化 ・国 際 化 の進 展

我 が 国 に お い て は,昭 和59年5月 に 「日米 円 ・ドル 委 員 会 報 告 書 』,
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『金融 の 自由化及 び円の国際化 についての現状 と展望』
,昭 和60年7月 に

『アクシ ョン ・プ ログ ラム』,昭 和62年6月 に 『金融 ・資本市場 の 自由化
,

国際化 に関 する当面 の展望』 を公表 し,こ れ に沿 って金融 の 自由化 のた

めの措置 を講 じて きた。具体的 に は,預 金金利 の自由化,短 期 金融 市場

の整備 ・拡充等,金 融 の 自由化 ・国際化 が着実 に進 め られ て きた
。

これ は,経 済構 造 の変化 や経済全般 にわ たる国際化 の進 展等 に対応 し

て金融 の自由化 を進 めて い くことは,よ り一層 の競 争原理 の活用 を通 じ

て,高 度化 ・多様 化 す る国民 の金融 に対 す るニ ーズ に応 え
,我 が国経済

の効率化 と発展 に資す る とともに,我 が国が世 界経済 の発展 に貢献 して

い く上 で大 きな意義 を有 す る との考 え方 に基 づ くものであ る
。

この ような金融 の 自由化 ・国際化 に伴 い
,金 融 機関 に とって は,経 営

の 自由度 が増大 し,収 益機会 の拡 大が もた らされ る
。 しか しなが ら,そ

の反面各種 の リスクの増大等 を通 じ
,経 営環境 を厳 し くす る とい う面 も

ある ことは否定 で きない。

これ に対 して,金 融機関 の経 営の健全性 を維持 す るため に
,自 主的 な

経営 の合理化 ・効率化 を推進す る とと もに,リ スク管理体制 の整備 に務

め る ことが必要 となってい る。

また,各 種 リスクをカバ ーす るため,自 己資本 の充実強化 が求 め られ

て いる。

(2)CAMEL検 査 の導入

この ような経営環境 の変化 に対応 して,検 査の手 法 につ いて も,見 直

しの必要 が生 じた ことか ら,昭 和62年 度 か らは
,従 来 の検査手 法 を踏 襲

しっつ,『CAMEL(キ ャメル)』 検査 の手法 を導入 して
,検 査 の視点 や

方法 の多様 化 を図 ってい る。

CAMEL検 査 は,金 融 の 自由化 の進 展 した アメ リカの検 査 当局 にお

いて,1978年 以 来採用 され てい る検 査手法 であ る
。

CAMELと は・Capita1(資 本 の 充 実 度) ,Asset(資 産 の健 全 性),
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Management(経 営 管 理),Earnings(収 益 力)・Liquidity(流 動 性)

の5項 目の 頭 文 字 を とっ た もの で あ る。CAMEL検 査 にお い て は・ こ

れ らの囎 ご とに金 礫 関 の儲 状 況 を把握 し・ さ らに?6)れ らを総 合 的

に勘 案 し,金 融機 関 の健 全 性 を評 価 す る こ と とされ て い る。」

そ の後 の あ らた な検 査 手 法 の 導 入 と して は,金 融 監 督 庁 が1999年4月 に入
27)

って,「 金 融 検 査 マ ニ ュア ル 」 を発 表 した 。

まず,金 融 監 督 庁 に よ る前 文 を示 そ う。

平成11年4月8日

金 融 監 督 庁

金 融監 督 庁 で は,「 金 融再 生 トー タル プ ラ ン(第2次 と りま とめ)」

(7月2日 発表)等 を踏 まえ,検 査部 内に 「金融検査 マニ ュアル検 討会」

を設置 し,昨 年8月 以降検 討 を行 って きた。昨 年12月22日 にr中 間 と り

ま とめ」 を公表 し,こ れ に対 す るパ ブ リック コメ ン ト等 を踏 まえ検討 を

重 ね,合 計24回 にわた る審議 の結果,本 日その最終 的な成 果 として,金

融検 査マ ニュアル検討会 「最終 とりま とめ」が まとめ られ公表 された。

本 「最終 とりまとめ」 は,金 融検査 は 自己責任原則 に基 づ く金融機 関

経営 を補 強す るた めの もので ある との考 え方 を基本 に,① 当局指導型か

ら自己管理型 への転換(内 部 管理 ・外部監査態勢 の適切性 を検証 す るプ

ロセ ス.チ ェ ック),② 資産査 定 中心 の検査 か ら リス管理重視 の検査 へ

の転換 に重点 を置 いて作成 されて いる。 その際,諸 外国 の金融検査 を巡

る動 向やバー ゼル銀行 監督委員会 にお ける議論 を勘案 す るな ど,グ ロー

バ ル ・スタ ンダー ドを踏 まえた もの となって いる。(別 添1参 照)

な お,「 中間 と りま とめ」 につ いての見直 しが行 われた主 なポ イ ン ト

は,別 添2の とお りであ る。
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今後,金 融監督 庁 において は,本 「最終 と りま とめ」 を踏 まえ
,検 査

官宛 の内部通達 を策定 す る予定 であ る。

なお,本 通達 は,全 ての預 金等受入金融機関 を対象 とし
,本 年7月1

日以降 に実施 す る検 査 について適用 す る予定 で ある
。 ただ し,資 産 査定,

償 却 ・引 当等決算処理 に係 る事項 については,本 年7月1日 以降 に行 わ

れ る決算処理 に係 る検査 について適 用す る予定 であ る
。

平成11年4月8日

金融監 督庁検 査部

金融監督庁 にお いては・検査 官が金融機 関 を検 査 す る際 の手 引書(マ

ニ ュアル)を 整備 す るた め
,昨 年8月,検 査部 内 に,法 律家,公 認会計

士,金 融実務 家等 をメ ンバ ー とす る 「金融検 査 マニ ュアル検 討会」 を設

置 し,検 討 を進 めて きた。昨年12月22日 に 「中間 と りま とめ」 を公 表 し
,

これ に対 す るパ ブ リックコメン ト等 を踏 まえ
,検 討 を重ね,合 計24回 に

わた る審議 の結果,本 日,そ の最終 的な成 果 として具体 的なマニ ュアル

案 を内容 とす る 「最終 とりまとめ」 をま とめ,公 表す るに至 った。

概要

1.我 が国金融 システムの安 定 と再生 を図 り内外 の信頼 を回復 す るため

には,不 良債権 の処理,業 務再構築 や リス トラ,情 報 開示等 に取 り組 む

とともに,検 査 マニ ュアル等 の整 備等 を通 じて検査 監督体制 の一層 の充

実 を図 ってい く必要が あ る(金 融再 生 トータル プラン,緊 急経済対策)。

金融検査 マニ ュアル等の整備 ・公表 は,監 督 当局の検査監督機能 の一層

の向上及 び透 明な行政 の確立 に資す るだ けでな く,金 融機関 の自己責任
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に基づ く経 営 を促 し,も って金融行政全体 に対 す る信頼 の確立 につ なが

るもの と期待 され る。

2.本 検 査マニ ュアル案 の作成 に当た っては,金 融検査 は自己責任 原則

に基づ く金融機関 の経営 を補強 す るた めの もので ある との考 え方 を基本

に,

① 従来 の当局指導型 か ら,自 己管理型 への転換 を進 め る(検 査 は,

金融機 関 自身の内部 管理 と会計 監査人等 に よる厳正 な外部監査 を前

提 として,内 部管理 ・外部監査態勢 の適切性 を検証 す るプ ロセ ス ・

チ ェックを中心 とす る),

② 従来 の資産 査定中心 の検査 か ら,リ ス ク管理重視 の検査 へ転換 を

図 る,

こ とに重 点 を置 い て い る。

また,諸 外 国 の金 融 検 査 を巡 る動 向 や バ ー ゼ ル 銀行 監 督 委 員会 にお

け る議 論 を勘 案 す るな ど,グmバ ル ・ス タ ンダ ー ドを踏 ま えて作

成 して い る。

3.本 検 査 マ ニ ュア ル案 で は,法 令 等遵 守 態 勢 及 び リス ク管 理 態 勢 に つ

い て,各 々 チ ェ ック ・リス ト等 に よ り,検 査 を行 う際 の チ ェ ック ・ポ イ

ン トを示 して い る。
　 ラ

まず,法 令等遵守態勢 について は,経 営陣が金融機関 の社会 的責任 と

公共 的使命 を柱 とした企業倫理 を構築 し,法 令 等が遵守 され る体制 を整

備 してい るか をチ ェックす る こととして いる。

また,リ ス ク管理 態勢 につ いてはi自 己責任原則 の下,監 査役 を含 め

た経営陣,そ して会計監査人等 の役割 と責任 を明確 化す る とともに,当

局 による検査 において,経 営陣等が各種 リス ク管理 の重要性 を認識 し,

リスク管理のた めの方針 を策定 し,体 制 の整備等 を行 ってい るか をチ ェ

ックす る こととしてい る。

(注1)本 検査マニュアル案においては,経 営陣の役割 について 「取締役会!
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にお いて決定 す るべ き項 目 と 「取締役会等 」(取 締 役会 のほか
,常 務会,

経営会議等 を含 む。)に おいて決定 す るべ き項 目の2つ に分 けてい る
。

4.な お,本 検 査 マニ ュア ル 案 は,邦 銀 の海 外 拠 点 及 び外 国銀 行 の 在 口

支 店 も含 め,全 て の預 金 等 受 入 金 融 機 関 を対 象 とす る こ と を予 定 して い

る。

また,金 融検 査マニ ュアル はあ くまで も検 査官が金融機 関 を検 査す る

際 に用 い る手 引書 として位 置づ け られ る もので あ り,各 金融機関 におい

ては,自 己責任原則 の下,こ のマニ ュアル等 を踏 まえ創意 ・工夫 を十分

に生 か し,そ れ ぞれ の規模 ・特性 に応 じた よ りp細 なマニ ュアル を自主

的 に作成 し,業 務 の健 全性 と適切性 の確保 に務 め る ことが期待 され る。
は　　

マニ ュアル の各 チ ェ ック項 目は検 査官が金融機関 の リス ク管理 態勢等

を評価 す る際の基準で あ り,こ れ らの基準 の達成 を金融機 関 に直 ちに法

的 に義務 づ け る もの で はな い。 マニ ュアル の適 用 にあ た って は,機 械

的 ・画 一 的 な運 用 に陥 らな い よ う配 慮 す る必 要 が あ り,チ ェ ッ ク項 目 に

記述 されてい る字 義通 りの対応 がな されて いない場合 で も,業 務 の健 全

性及 び適切性確保 の観 点か らみて,対 応 が合理 的 な もの であ り,チ ェ ッ

ク項 目に記述 され てい る もの と同様 の効 果が あ る,あ るい は金融機 関 の

規模 や特性 に応 じた十分 な ものであ る,と 認 め られ るのであれ ば,不 適

切 とされ る もので はない。 したがって,検 査 官 は,立 入検査 の際 に金融

機 関 と十分 な意見交換 を行 う必要が あ る。 なお,検 査 にお け る指摘 が直

ち に特定 の監 督上 の措置 に結 びつ くわ けで はない。

(注2)本 検 査 マ ニ ュ ア ル 案 に お い て は,チ ェ ッ ク項 目 を以 下 の3つ に 区 分

して い る。

① チ ェ ック項 目の語 尾 が 「して い るか 」 又 は 「な って い るか 」 とあ

るの は,特 に こ とわ りの な い 限 り,全 ての 金 融 機 関 に対 して ミニ マ

ム ・ス タ ンダ ー ドと して求 め られ る項 目で あ る。 したが っ て,検 査

金融規制の現状37



官 は各 チ ェ ック項 目を確認 の上,そ の実効性 を十分検証 す る必要 が

ある項 目で あ る。

② チ ェック項 目の語 尾が 「望 ましい」 とあるの は,特 に こ とわ りの

ない限 り,全 ての金融機 関 に対 してベ ス ト ・プ ラクテ ィス として望

まれ る項 目であ る。 したが って,検 査官 は各 チ ェ ック項 目の確認 を

すれば足 りる項 目で ある。

③ さ らに,両 者 を組 み合わせ て,国 際統一基準 によ り自己資本比 率

を算定 してい る金融機関 にあ って は①,国 内基準 に よ り自己資本比

率 を算 定 してい る金融機 関 にあっては② としてい る項 目が ある。

II.各 マ ニ ュア ル案 の概 要

1.法 令 等 遵 守 態 勢(コ ンプ ラ イ ア ンス)の チ ェ ッ ク リス ト

本チ ェ ック リス トで は,取 締役 や監査役 に求 め られて いる役割 を明 ら

か に してい るほか,コ ンプ ライ アンスを実現す るた めの施策等 を明記 し,

取締役等 の コンプライア ンスに対 す る自覚 を求 め,コ ンプ ライア ンス重

視 の企業風土醸成 に よ り,金 融機 関 としての公共性 を発 揮す る ことを促

して い る。

2.リ ス ク管 理 態 勢

(1)リ ス ク管 理 態 勢 の チ ェ ッ ク リス ト(共 通 編)

本 チ ェ ッ ク リス トにお いて は,金 融 機 関 の抱 える各 種 リス ク を管

理 す る に あた っ て,全 て の リス ク管 理 に共 通 す るチ ェ ッ ク項 目 を,

バー ゼル銀行監督委員会 の 「銀行組織 にお ける内部 管理体 制の フレ

一ム ワー ク」の原則 を踏 まえ整理 してい る。

本チ ェ ックリス トの各項 目は,金 融機 関経営 に際 して当然実践 さ

れ るべ き リス ク管理 の基本 で あ り,特 に金融機 関の取締 役が認aし

実践 す る ことが求 め られ る もので あ る。

具体 的 には,取 締 役,取 締役会,取 締役会等,監 査役,管 理者 そ
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れそれの認識 と役割等 を明記 し,取 締 役等 に リス ク管理 に対 す る自

覚 を求 めてい るほか,金 融機関 としての あるべ き リス ク管理 態勢 の

整備 を促 してい る。

② 信 用 リスク管理態勢 のチ ェ ック リス ト及 び信 用 リスク検 査 マニ ュ

アル

本 チ ェ ック リス トにおいては,与 信 集中の排除等 のポー トフ ォ リ

オ管理 の重要性 を強調 す る とと もに,信 用格 付の導入,信 用 リス ク

の計量化 を促 してい る。

また,信 用収縮 に対 す る懸念 に配慮 し,チ ェック リス トに 「円滑 な資

金供給 を行 ってい るか」,「金融検査 マニ ュアル を理 由 とした資金供給 の

拒否 や資金 回収 等の不適切 な取扱 い を行 っていないか」 をチ ェ ックす る

項 目 を設 けてい る。

信用 リスク検査 マニ ュアル においては,自 己査 定 に関す る検査 にっい

て,旧 大蔵省金融検査部 の 「資産 査定 について」 の通達 をべ 一ス としつ

つ,債 務 者区分 を判定 す る場合 の判 断基 準の明確化(特 に関連 ノ ンバ ン

クを含 む金融 支i援先 の査定方法 の明確化)等 を図 ってい る。 なおi判 断

基準 は債務者 を区分す る際 の 目安 であ り,債 務 者 区分 の判定 に当た って

は,定 量的 な判 断だ けで な く,業 種 の特性 等 を踏 まえた総合 的な判 断が

必 要で あ る。特 に,中 小企 業等向 けの与信 に対 しては,ど の債務者 区分

の判定 の際 に も,当 該企業 の財務状 況の みな らず,代 表者等 の資産等 を

も勘 案 して判 断す る必要 があ る旨を明記 してい る。

償却 ・引当 に関す る検査 について も,償 却 ・引 当基準 の一 層の明確化

を図 る とともに,貸 倒 引 当率等 の算定 方法の適 切性,償 却 ・引当額 の水

準 の適切性 について検 査 を行 うこ ととして いる。 また,要 注意先 に対 す

る引 当は,信 用 リス クの程 度 に応 じて区分毎 に行 うことを基本 とし,例

えば,要 管理先債権 とそれ以外 の ものに区分 して行 ってい る場合 に は妥

当 と判 断 で きる こ とも明 確 化 して い る。
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自己査定及 び償却 ・引当 に関す る検 査 を踏 まえ,自 己資本比率が どの

よ うな影響 を受 けるのか等 につ いて も検査 において検討 す る こととして

いる。

(3)市 場関連 リス ク管理態勢 のチ ェ ック リス ト

本 チ ェ ック リス トは,旧 大 蔵 省 金 融 検 査 部 の 「市 場 関 連 リス ク管

理 態勢 の チ ェ ック リス ト」 と 「海 外 拠 点 検 査 の チ ェ ック リス ト」 を

一本化 した上 で,金 融環境 の変化 に対応 し金融機 関の市場 関連 リス

クの管理態勢 レベ ルの向上 を求 めて いる。 また,自 己資本比率 に係

るマ ー ケ ッ ト ・リス ク規 制 や トレー デ ィ ング勘 定 に つ い て の チ ェ ッ

ク項 目を新 た に設 けるな ど内容 の充実 を図 ってい る。

(4)流 動性 リス ク管 理 態 勢 の チ ェ ック リス ト

本 チ ェック リス トは,流 動性管理 の重要性 が非常 に高 まってい る

昨今 の金融情勢 を踏 まえ,特 に資金繰 りリス クに重点 を置 いて作成

してい る。

具体 的 には,資 金繰 りの逼迫度 に応 じた管理手法 等の規定 の整備,

円貨 ・外貨及 び国 内拠点 ・海外拠 点の資金繰 りの統 合管理,オ フバ

ラ ンス取引,コ ミッ トメ ン トライン,調 達先 の分散状況等 を考慮 し

た調達可能額 の把握 等 につ いて記 し,流 動性 リス クの適切 な管理態

勢 の確立 を促 す こととしてい る。

なお,市 場 流動性 リス クにつ いて は,「 市場 関連 リス ク管理 態 勢

の チェ ック リス ト」 に盛 り込 まれてお り,そ の中で チェ ックす るこ

と としてい る。

(5)事 務 リス ク管理態 勢のチ ェ ック リス ト

事 務 リス ク につ い て は,従 来,現 物 検 査,実 地 検 査 を通 じて把 握

した状 況 を基 に事 務 管 理 態 勢 の チ ェ ッ ク を行 って い た が,本 チ ェ ッ

ク リス トで は,基 本 的 に本 部 検 査 等 を通 じて事 務 リス ク管 理 態 勢 の

プ ロセ ス ・チ ェ ッ ク を行 う こ と と してい る。
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具 体的 には,事 務 リス クの適切 な評価(計 量化 を含 む。)を 行 う

ことを促 して いるほか,網 羅 的な事務規 定の整備,自 店検査 の機 能

発揮 について明確 化 し,事 務管理態勢 の整備状 況 をチ ェックす る こ

ととしてい る。 また,顧 客保 護 の徹底 を図 る とともに,融 資先 の財

務情 報 な ど個別企業 に関わ る情 報 については,特 に厳 重か つ慎重 に

本 チ ェ ック リス トは,旧 大 蔵 省 金 融 検 査 部 の 「コ ン ピ ュー タ シ ス

テ ム及 び コ ンテ ィ ン ジ ェ ンシ ー プ ラ ンチ ェ ック リス ト」 をべ 一 ス に

作 成 して い るが,従 来 の,シ ス テム 安 全 対 策 や コ ン テ ィ ンジ ェ ン シ

ー プ ラ ン の チ ェ ッ ク に つ い て は
,働 金 融 情 報 シ ス テ ム セ ン タ ー

(FISC)の 手 引 きを活 用 す る こ と と し,当 局 の検 査 に お い て は 主 に

シス テ ム の企 画 ・開 発 体 制 や管 理 ・運 営体 制 の状 況 の チ ェ ック に重

点 を置 い て い る。

具 体 的 に は,シ ス テム戦 略 や セ キ ュ リテ ィー ポ リシ ー の明 確 化 を

求 め て い る ほ か,内 部 監 査 時 の 監 査 証 跡(オ ー デ ィ ッ ト ・トレ イ

ル)の 確 認 を促 して い る。 また,コ ンテ ィ ン ジ ェ ン シー プ ラ ンの策

定 に当 た っ て は,シ ス テ ミ ック リス ク も考 慮 す る こ とを促 して い る。

以 上

金 融 検 査 は 自明 の理 で あ り,こ れ に対 す る疑 問 は な い。 マニ ュア ル全 体 と

して は,「 最 終 と りま とめ」 が10頁,法 令 集 遵 守 態 勢 の確 認 検 査 用 チ ェ ッ ク

リス トが120頁 と彪 大 な もの で あ り,受 検 者 側 で も十 分 な検 討 が必 要 で あ る。

また,こ の よ うな チ ェ ッ ク リス トが,モ ニ タ リング との共 通性 が あ る こ と

に も,注 目 した い。

金融規制の現状41



4.金 融業 の将来 との関連性

(1)ビ ッグバ ン後の銀 行経 営

吉 川紀 夫 は,ビ ッグバ ン後 の銀行経営 について,問 題意識 として次の5点

を挙 げて いる。

「① わが国で発生 してい る金融 システムや不 良資産対応 をは じめ とした

銀行経営問題 の原点 は,地 球 レベ ルで発生 して きた金融 の新 しい流れ を

見失 い,国 内完結型 の銀行 経営 に固執 して きた こ とに求 め られ る。 それ

を情報論 ・組織論 の両面か らの分析で明 らか にし,今 後,銀 行 関係者 だ

けで な く,国 民全員が銀行 に対 す る意識 を大変革 して いかな くて はな ら

な くなる ことを指摘 す る。

② と くに,大 量 の不良資産 を抱 えてい るわが国の銀行 経営 は形骸化 し

た株主利益主体 の経 営か ら脱 皮 し,銀 行利害関係者全員 の利益 を追求 す

る経営 に向か うべ きで ある。 また,金 融取 引形態 はア ング ロ ・サ クソン

流のマー ケ ッ ト重視 の流れ に乗 っていか ざるを得 ず,こ の流 れか ら逸脱

した場 合,わ が国 の経済 は今後立 ちいか な くなる可能性 が ある。ただ,

日本人 の国民性 は歴史 的 にみてそれ に十 分適応で きる資質 を有 している。

③ ビッグバ ン以 降の銀行 が存続 し得 るか否か は経営者 の指導力 の優劣

が決 め手 とな る。大量 の不良資産 の発生 は機械 に載 る情報 のみが唯一 の

情報 だ と信 じて いた り,誤 った判断 を正 しい判 断 として平然 と経営 を行

って きた経営者が多か った こ とによる面 が強 い。 リー ダー シ ップが な く

モ ラル の低 い経営者 は淘汰 されてい く仕組 みが ビッグバ ン以降 の銀行 組

織 には ビル トイ ンされて くる。

④21世 紀 に向 け,銀 行経 営者 は自己資本 の充実 を第一 の 目標 に し,銀

行 の従業 員,預 金者,融 資先 に対 し経済的 なイ ンセ ンテ ィブ以上 に 「非

経済 的 なイ ンセ ンテ ィブ」 を与 えてい くこ とが大切 な経営要 素 となって
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い く。

⑤ さ らにs銀 行 の顧客 には変わ りゆ く銀行経 営の真実 の姿 を知 る権利

が あ り,銀 行経営者 は それ を知 らせ る義務が あ る。 また,顧 客 も自己の

財産 や企業 経営 を自己貴任 の下 で守 っていかね ばな らな い覚悟 を持 つ こ
28}

とが要請 されて くる。」

同書 では,以 上 の ような問題 意識 の下 で,以 下 に紹 介す るような事例 につ

いて,見 解 を表明 してい る。 これ らの意見 は金融業 の将 来へ の橋 渡 し役 を果

たす ことになろ う。

「① 何 が間違 っていたのか

この ように,銀 行 の抱 えてい る不 良資産 の状 態 については その程度 に

応 じて どの ような ものが あるのか を認識 しないか ぎ り,国 民 の ミス リー

ドを惹起 し金融 システム その もの に大 きな影響 を与 える システ ミック ・

リス クにつ なが ってい く可能性 もある。 そのた めに も,マ ス コ ミ等 の協

力 を得 なが ら不 良資産 の内容説明 を付 随 させた計数 開示 の方向 を今後 強
fig}

力 に推進 してい くことが要請 され る。」

「② 不良資産 の内容理 解

また,国 民 のサイ ドで も開示 され た不良資産 の内容 を理解 した うえで

当該銀行 の不良資産計数 を把握 してい く努力 を しな くて はなる まい。十

分 な理解 さえ得 られれ ば特定企業 や個 人の個別情 報 な どは別 として正 し

い銀行経 営情報 をか な り前 向 きに開示 して い くことは当然 の こ とで あ り
,

逆 に隠 そ う とす る銀行 を国民 が排除 してい くことに もな る。 その よ うな

対応が一般化 す る ことが銀行や行政 に対 す る国民 の不信感 を一掃 す る こ
.30)

とに もな る。」

「③ 金 融 ビ ッ グバ ン成 否 の 鍵

金融 ビ ッグバ ンの波 は,否 応 な くわ が 国 の金 融 機 関全 体 に襲 い か か っ

て きて い る。 しか も,そ れ は フ リー,フ ェ ア,グ ローバ ル とい う原則 に

よ って貫 か れ て お り,マ ー ケ ッ トル ー ル とい う世 界 共 通 の取 引 原 理 に従
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わ なけれ ば,国 際的 な金融取引 に参画 で きな くな るこ とを も意味 してい

る。物的資源 に乏 しいわが国が金融取 引の国際化 に向 けて よ うや く本格

的 に始 動 した こ とは世 界 の潮 流 か らみた場 合,遅 きに失 した 感 す ら
31)

あ る。」

「④ わが国の銀行 が進 むべ き選択

それで は,わ が国 の銀行業態 が同質化 せず,か つ国民 に とって意 味の

あ る金融機能 を果 たす途 は どこにあるのか。

前述 した ように,そ の前提 は銀行 の自己資本 の充実 にあ るが,一 言 で

自己資本 の充 実 といって も,そ れ には各種 リスク管理 の徹底 組織 の有

効性 や能 率性 の確保 とい うこ との尻 が 自己資本 の充 実 とい う結果 につ な

が るので あ る。規模 の大小 を問わず この 自己資本 の充 実が達 成で きない

先,つ ま り自己資本比率 の低 い先 は金融 ビッグバ ンの波 に押 し倒 され て
32)

しまう可能性 があ る。」

「⑤ 将来 の銀行 に期待 され る機能

将 来的 に国民の貯蓄率が低下 してい くこ とが予想 され るなかで,銀 行

は,外 国銀行 のわが 国へ の進 出 と営業活 動の展開 は もとよ り,流 通 業の

決済業務へ の参入 や一般企業 のイ ンハ ウス ・バ ンキングの活発化 な どの

脅威 に もさ らされてい く。 その なかで銀行 はいか なる レー ゾンデー トル

を強調 してい くべ きか を真剣 に議 論すべ き時期 になってい る。 む ろん,

この よ うな金融機構 の変化が国民経済 的に有益 な結 果 を もた らす もので

あれ ば,従 来 の分野 か ら銀行 は徐 々 に撤退 す る必 要性 も出て くる ことに

な る。

これか らの経済社会 にあって は国 内企業 に とって効率性 の悪 い分野 へ

はその分野 を得意 とす る外国企業が新 たに参入 して くるほ うが む しろ望

ま しいので あ り,既 得権 益 に よる保守 的な参入 阻止 は国民 の利益 にはつ

なが らない。個性 のあ る銀行 のみが国民 に とって有用 な存 在意義 の ある
33)

銀 行 とな っ て い く は ず で あ る。」
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② 金 融業 の将 来

金融業 ない し銀行業 の将 来 について論 じて いる本 は少 ない。 ここで取 り上

げる二著 は,共 に米 国書 の翻訳 であ る。 したが って,米 国 での経験 が中心 で

あ る。

① 銀行業の将来

J・Lピ アス は 『銀 行業 の将 来』 の 日本 語版 へ の序 文 で,次 の よ うに述 べ

てい る。

「本書 は,直 接 的 にはアメ リカの銀行業 の将来 を取 り扱 い,ア メ リカに

独特 な制度 的要素 を議論 してい るが,ア メ リカがかか えてい る経済 問題

は日本 も含 めてあ らゆ る先進 国の銀行業 にあて はまる。 日本 の銀行業 の

法律上,規 制上,そ して制度上 の環境 はアメ リカのそれ とは大 き く異 な

ってい るが}同 一 の基本 的 な経済上 ・技術上 の力が両国 で働 いてい る
。

これ らの力 こそがそれぞれの国の銀行業 の将来 を究極 的 に決定 す るので

あ る。 銀行 業の将来が明 るいか暗 いか は,そ れ ぞれの国の政 府が経 済 の

現実 に対応 した政策 を採用す るか否 か によって ほ とん ど決 まって し まう
34)

で あろ う。」

本文 の中で は,「 銀行業 の将来 と規制」 につ いて,以 下 の ように論 じて い

る。

「米国 の金融 システムの なか での役割 を根本 的 に変 えるよ うな仕 方で
,

銀行業 は これ まで も変 わ って きた し今 も変 わ り続 けて いる。銀行 は もは

や単 に地元 の預 金 を受動的 に集 めて地 元の企 業 に貸 し付 けるだ けではな

い。多 くの銀行 は,国 境 を越 え,海 外 で多数 の金融 サー ビス を提供 す る

一 方で
,世 界 中の市場 で資金 を求 めて競争 す る多国籍企業 で あ る。提供

す る金融 サー ビスには,考 え られ る限 りのす べての種類 の貸付 だ けでな

く,投 資銀行業,保 険,株 式 ・債券 の ブロー カー業,リ ース業,貸 付 の

「証 券化」 とい った形 態 も含 んでい る。引 受 けな どの証券 業務 を行 う能

力 はy規 制 とい う制約 がない海外 では とくに高 い。小 さな銀行 は通常 国
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内で のみ営業 してい るが,資 金 を求 めて活発 に競争 し,ま す ます多種 の

金 融 サー ビス を提供 し,大 銀行 が組 成(originate)し た 国際貸 付 に参

加 す る。州 を越 えての支店展開 の禁止 は尊重 されていたが,次 々 に破 ら

れ るようにな り,多 くの銀行 が地域 的(regional)な あ るい は全 国的 な

ネ ッ トワー クを形成 して いる。銀行 家が新 しい市場 に入 ってい くと同時

に,伝 統的 な銀行 業サ ー ビス を提供 す る多数 の ノンバ ンクが競争 者 とし

て銀行 の領域へ侵入 して きた。 これ らの変化のた めに,銀 行 規制 には大

きな問題 が生 じた。銀行規制 は この根本的 に異 なった金融環境 に適応 し

てい ないので ある。

銀行業 に関す るほ とん どの改革提 案 は症状 に対 してで あって,病 気 そ

の ものに は向 け られてい ない。 もし銀行が ブ ラジル,メ キ シコ,そ の他

の発 展途上 国 に過 度 に資金 を貸 し付 けていたのな ら,そ れ らの諸 国への

貸付 を減 らす ことを求 めれば よい。 もし銀行 の資 本水準が不 十分 な ら,

資本 を増 や させ れば よい。 もし,銀 行 が あ ま りに リス クを負 ってい るな

ら,リ ス クを とらせ ないよ うにすれ ば よい。 この ような反応 の裏 には,

銀行 が正 し く行動 して こなかったか ら問題 に陥 って いるのだ とい う前提

が あ る。不良少年 の ように,銀 行 に規律 を与 えその行 動 を規制 しな けれ

ば ならない というので ある。

規律 が乱 れ経営 に失敗 した銀行 の例が 目につ きやすい けれ ども,ほ と

ん どの銀行 は うま く経営 されてい る。 問題 はそれ ほ ど表面 的 なので はな

い。根本 的に は,銀 行業 や それ を条件 づ けている政府 の計画が,金 融市

場 や金融業務 の一体化 が進 み高度技術が発達 した現代 の金融界 と矛盾 す

る ようになって きたので あ る。 この事実 が,銀 行業 の将来 の成 功 に とっ
35)

て 中心 的 な もの とな る。」

最 後 に 「新 しい銀 行 規 制 の た めの提 案 」 と して,以 下 の よ うに論 じて い る。

「安 全 な通 貨 制 度 は経 済 の安 定 とい うマ ク ロ経 済 的 な 目標 を達 成 す るた

め に不 可 欠 で あ る。 しか し もう一 つ の 目標 が あ る。 大 衆 は市場 の需 給 に

46国 際経営論集No.192000



よって価値 が変動 しない資産 すなわち安全 な避 難港 を望 んで いる。 これ

は預金保険 が支持 され る第一 の理 由であ る。 それ に よって人 々 は貨 幣が

安全 で ある とい うこ とを確信 しているのであ る。 つ まり預金保険 は,資

産(決 済勘 定の残高)が 額面 で償還 され る ことを保証 す る。

たぶ ん多 くの人 は預 金保険 の 「本 当」の存在理 由がマ クロ経 済的 な理

由,言 い換 えれば通貨制 度 を安定的 にす る とい うことにあ る とは気 づ い

てす らいないだ ろう。人 々 は預 金保 険が単 に安全 な資産 を提供 す るだ け

の もの と思 っている。 これ はあた りまえの ことを論 じて いるよ うにみ え

るか もしれないが,結 局 の ところ,預 金保 険が通貨制度 を守 る理 由は,

人々が貨幣 の安全性 を確 信 し,取 付 け騒 ぎを起 こさない こ とにあ る とい

える。安全 な通貨制度 とい う目的 と大衆 に安全 な資産 を提供 す る とい う

目的 はか な り関 係 す るの だ が,ま った く同 じで あ る とは い え な〔逡.」

② 金融業の将来

次 にF.R.エ ドワー ズの 『金融 業の将 来』 をみて い くことにす る。表紙裏

の紹介文 は次 の とお り。

「貯 蓄金融業全体 の崩壊,伝 統的商業銀行 の衰退,ノ ンバ ンク金融機関

の急速 な成長,金 融市場 の国際化,デ リバ テ ィブの よ うな革命的金融商

品の開発1980年 代以降激変 す るアメ リカの金融市場 で は,銀 行 を他

の金融機 関か ら分離 ・隔離 して きた規制上 の障壁 は急速 に姿 を消 しつつ

あ り,銀 行規制 だ けで な く金融市場 や金融機 関へ の規 制 を再考察 す る必

要 に迫 られ てい る。

『金融 市場 を脆 弱 にす るの は,ノ ンバ ンク金融機 関や デ リバ テ ィブな

どの新 しい金融商品 でな く,む しろ伝 統的 な銀行 で ある』一一 本書 では

そ う結論 づ け,『 担保 付 き銀行業 システ ム』 とい う新 た な金融 システ ム

37)

と,規 制 のあ り方 につ いて大胆 に提言 す る。」

以下 は,同 書 の 「は じめに」 の中の著者 の主張 を要約 した ものであ る。

「私 は懐 疑的 であ る。現在 の,信 用秩序維持 のた めの銀行 規制体 系です
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ら,真 に迫 った欠陥 があ る。新 しい金融環境 が世界 中の金融市場 を席巻

す るにつれ,そ の欠陥 は痛 いほ ど明 白にな るで あろ う。本書 を執筆 した

理 由の一 つ は,こ の欠陥 自体 に対 して人 々の注 目を引 くためであ る。本

書 にお いて,私 は この欠 陥自体 について,ま たなぜ それ を修 正す るのが

難 しいのかについて論 じる。現在 の シス テム を下 手 にい じ くりまわす よ

りも,今 日の競争上 の現 実お よび金融 市場 の実態 と規制 システム とを整

合 的な もの に して い くた めに,規 制 システム全体 を再考 してみ る必 要が

ある と思 う。 そ うしない と,わ れわれの向か う道 は,ま た新 たな銀行 崩

壊 につ なが って しまうであ ろう。

もちろん,ポ イ ン トとな るの はシステム を変 える方法で あ る。 どの よ

うにすれ ば,銀 行 ・金融 システムの安定性 を損 なわず に,規 制か ら銀行

をよ り自由 にす る ことがで きるので あろ うか。 われわれが必要 としてい

る規制 システム は,金 融 システム を守 りつつ,同 時 にすべ ての金融機 関

に同等の競 争条件 を もた らす ものであ る。本書 で は,そ うい った課題 を

実現 す る0つ の方法 として担保 付 き銀 行 業(collateralizedbanking)

を提案 した。担保付 き銀行業 システム を採 用す る ことに よって,金 融 シ

ステムの安定性 を損 なわず に,銀 行 間の 自由な競争が可能 にな る と考 え

られ る。 つ ま り,金 融 システム を守 るた めに広範 で完全 な政府 の規制 に

頼 り続 ける ことは もはや不可能 だ とい う事実 をきちん と認識 しな けれ ば

な らないので ある。 カギ とな るの は,金 融機 関の過度 な危険 負担 を抑制

しなが ら,市 場 を有効 に機能 させ る方法 を見つ ける ことで ある。担保 付

き銀行業 の ような形態 を採 用す る ことによ り,そ の目的 を達成で きる と

私 は考 える。

もち ろん,私 の結論 と提 案が おそ ら く非常 に論争的 であ ろう とい うこ

とは自覚 して いる。 そ うで なけれ ばな らない し,そ うあ るべ きだ とも思

う。問題 は非常 に複雑 であ り,ま た多 くの既得権益 グルー プが存在 す る

ことで,よ り複雑 にな ってい る。 しか しなが ら,金 融 市場 全体 に及 んだ
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変 革が意味 す る ところや,ま た金融市場 に対 す る政府規 制の将来 の役割

や有効性 につ いて,論 争 を起 こす こ とに成 功で きれ ば とい うのが
,私 の

願 いであ る。 その ような論 争が起 こるべ き時 として は,す でに遅 い ぐら
:iK)

い で あ る。」

続 い て 「担 保 付 き銀 行 業 」 に つ い て,一 部 を紹 介 す る。

「担保 付 き銀 行 業

政 府 保 証 の範 囲 を狭 くし よ う とい う提 案 が ,こ れ まで数 多 くな され て

き た(Burnham[1991];Kareken[1986];Litan[1987];Pierce

[1991];PollackX1992];TobinX1987];Mertonandl30die

「1993])。 これ らの提 案 は,そ れ ぞれ 相 当 に異 な る もの だ が
,総 称 し て

い え ば担 保 付 き銀 行 業(collateralizedbanking)の 提 案 だ と分 類 す る

こ とが で き る。 それ らの提 案 で一 般 的 で あ る の は
,流 動 性 サ ー ビス や 決

済 サ ー ビス を提 供 で きるの は,担 保 付 き銀 行 と呼 ばれ る新 し く作 られ た

機 関 の み だ とい う点 で あ る。 担 保 付 き銀 行 は要 求 払 い預 金(要 求 が あれ

ば額 面 で払 い戻 し可 能 な取 引 残 高)を 提 供 す る こ と を許 され た 唯一 の 金

融 機 関 で あ り,す べ て の 預 金 資 金 を リス クの 低 い短 期 資 産 に投 資(「 担

保 と しての 裏 付 け」 に)し な けれ ば な らな い。 中 に は,担 保 付 き銀 行 に

米 国 財 務 省 証 券(TB)の 保 有 しか 認 め な い提 案 もあ る。 他 の提 案 で は,

TBに 加 えて ・ 高格 付 け のCP(MMMFが 現 在 保 有 す る資 産 の た ぐい)

な どの優 良 短 期 資 産 を認 め て い る。 この よ うに,担 保 付 き銀 行 は非 常 に

わ ず か の市 場 リ スク を抱 え るだ けで,信 用 リス ク は ご くわ ず か
,な い し

事 実 上 ゼ ロで あ る。 した が っ て,額 面 で すべ て の預 金 の引 き出 しに応 じ

る こ とを信 頼 して よい。 さ ら に,小 切 手 で あ ろ うが電 子 送 金 で あ ろ うが
,

すべ て の資 金 振 替 は担保 付 き銀 行 を経 由 しな けれ ば な らな い
。 担 保 付 き

銀 行 は,す べ て の支 払 い に担保 を付 与 す る こ とに よ っ て決 済 シス テ ム の

健 全 性 を効 果 的 に保 証 す る。

明 確 な担 保 付 与 メ カニ ズ ム は,先 物 取 引所 で成 功 裏 に使 わ れ て い る証
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拠金 ・決済 システム によ く似た働 きをす るであ ろう。 とくに,銀 行 は預

金債務 の価値 以上 の担保 資産 を証拠金 として差 し出 し,そ れ らの資産 は

毎 日時価評 価が行 われ,毎 日追加証拠 金の支払 いが必要 とされ る。 さら

に,そ れ らの資産 は,独 立 の保管者(custodians)に よって管 理 され る。

この ような取 り決 めが あれ ば,銀 行 の担保 資産の市場価 値が預金債務 の

償還価値 を決 して下 回 らない ことは確実 とな る。 さらに,リ ス クは低 い

が全 くデフ ォル トが ないわ けで はない短期 資産(た とえば優 良CP)を

担保 として使 う こ とを認 めな けれ ば な らない場 合 に は,担 保付 与 要件

(collateralizationrequirements)は その リス クを反映 す る ように適切

に調整 す る ことが可能 であ ろう。

担保付 き銀行 とい う制度構造 は,担 保 付 き銀行 のすべ ての債務が担保

付与 によって完全 に保証 され てい るので,政 府 の支援 による預金保 険の

必要性 をな くす。預金者 の損失 は,詐 欺 や経 営の大失敗 の場合 にのみ生

じうる。 したが って,預 金保 険の唯一 の役割 は,預 金 が安全 な ことを預

金者 に伝達 す る ことだ けで あ る。 さらに,担 保付 き銀行 は リス クの低 い

評価 の しやす い資産 のみ を保有 し,モ ラルハザー ドの危険 も削減 され る

ので,規 制 当局 の監視 ・監督 の必要性 は大 き く減少す るであ ろう。規制

当局 は適切 な資産 が保 有 され てい るか を検証 す る ことのみが必 要 とな る

が,不 透明 な資産が ないので監督 はかな り単純 な もの とな る。担保付 き

銀行 は,SECの 情 報 開示 要件 や独 占禁 止法 とい った その他 の規制 に は

それ まで どお り従 うこ とにな るであ ろう。

担保 付 き銀行 システム を採 用す る ことで,次 の五つ の大 きな利点が約

束 され る。第一 に,銀 行 を含 めた金融サ0ビ ス会社 の業務 に対 す るほ と

ん どの政府規 制 を廃止す る こ とが で き,そ れ によって競争 は促進 され,

金融資源 の配分が改善 され る。第二 にsさ まざ まな商 品 を広範 に提供す

る ことが認 め られ るた め,す べ てのサー ビス を扱 う銀行や金融 サー ビス

会社 が範囲 の経済性 を享受で きるので,効 率性 が高 まる。第三 に,規 制
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当局 の監視 の必 要性 とその範囲 を大幅 に削減 して規制構造 を単純 化す る

の で,監 督費用 を減 らす ことが で きる
。第 四 に,こ の システムで は政府

保証 が制 限 され るの で,金 融機 関一般 の過大 な リス ク負担 をコ ン トm

ルす るために市場規律 を使 うことが多 くな る
。第五 に,担 保付 き銀行業

システム は,規 制 プ ロセスの透 明性 を高 め,納 税者 による規 制 当局 の効

果的 な監視 を可能 にす るで あ ろう。 さ らに,金 融サ ー ビス会社 の負債 は
,

もはや政府 に よって保証 され ていないので,投 資家 は,負 担 してい る リ

ス クについての市場価値 評価 だ けでな く
,市 場 連動 の財務諸 表 も公 表す

るよ うに求 め るであ ろ う。 これ は,情 報開示 を改善 し
,市 場 規律 を高め

るであ ろ う。預 金保 険 に内在 す るモ ラルハザ ー ドの危険 によ
って生 じて

きた歪 みは,規 制 当局 の課 した制約 を回避 しよ うとして生 じていた意 図

しない効 果 とともに,大 幅 に削減 され るであ ろ習
.」

担 保 付 き銀 行 業(collaterizedbanking)の 提 案 は か な りユ ニ ー ク な もの

で あ るが,日 本 で も不 良 債 権 整 理 時 の 銀行 に よ る国債 大 量 引 受 け(利 鞘 の保

証)は 世 間 の批 判 に さ ら され た経 験 が あ り,こ れ は一 種 のnarrowbanking

(狭 義 の銀 行 業)だ と もい え る。 また,最 近 の決 済 専 門 銀 行(ス ー パ ー 等 に

よ る)は,銀 行 の決 済 機 能 を拡 散 させ る もの で あ る。 また,日 本 で は貯 蓄 銀

行 業 の経 験 もあ る。

金 融規 制 の見 直 し(一 部 強 化 を含 む)に よっ て,真 の信 用 の 安 定 化 が保 証

され る とす れ ば,わ れ わ れ は どん な議 論 に も前 向 きに取 り組 む べ きで あ ろ う
。

お わ り に

『金 融 規 制 の原 点 』 で は,金 融 規 制 の 「前 史 」 と して,「 金 融 業 い ま ・む か

し」 の題 で,「 お 金 」 の ル ー ツ,銀 行 業 の は じ ま り
,保 険 ・信 託 ・証 券 の 歴

史 な どに つ い て見 て きた 、,

次 いで,主 要 国 の 金 融 史 で イギ リス,ア メ リカ,ヨ ー ロ ッパ 諸 国,日 本 を
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概観 した。 そ して,特 に英 ・米 ・独 ・日の主要4力 国の金融規制 について,

「なぜ銀行 を規制 す るのか」(Whyregulatebanks?)の 視点で検討 した。

併 せて,金 融規制 の原 点 について,戦 後(1945以 降),主 に80年 代 まで の

テ キス トに基づ いて確認 してみた。

背景 として は,日 本 で は戦 後 の大蔵 省主 導の 「護送船 団行政 」(金 融 シス

テムの安 定性 を重視)が あ り,そ れが二度 の石油 シ ョック・貿易 の 自由化・

国債 の大量発行 と消化,世 界 的なバ ブルの発 生 と金融 破綻 の中で,金 融制 度

の見直 し(日 本版 ビ ッグバ ン)へ と進 んで い る。

「市場(あ るい は政府)の 失敗 」が,80年 代以前 の事前 監視 型 の 「競 争制

限規則 」(法 制 と行政指 導)か ら,市 場 メカニ ズム重視,BIS規 制,預 金保

険機構活 用等の 「事後監視型規制 」へ の移行 を余儀 な くさせ た。

この中にあ って,金 融規制 も新 た な理論構 築が必要 とな り,ま た大銀行 の

不正 ・破綻 に伴 うコンプライア ンス行 政の強化,金 融破綻 の事前 チ ェック機

能 としての 「早期是正措置」 の導入等 が課題 として加 わ る。

本稿 で は,以 上 の よ うな問題意識 を持 って,金 融規制 の新 たな規制 が必要

となった現状 につ いて観察 し,今 日的 問題 として内外 の学者 の意見 を紹介 し

た。 また,検 査 ・考査 と金融規制 について は,新 た な競争環境下で の検査 の

在 り方 を考 え,モ ニ タ リングに通 じるチ ェックポイ ン トを評価 した。最後 の

金融 業 の将来 との関連 性 につ いて は,現 状 認識 の異 な った(楽 観 論 ・悲 観

論)2つ の意 見 を紹介 した。

以上 の問題 点の整理が,金 融規制 の研究 に何 らかの貢献 をす る ことがで き

れば,論 者 の望外 の幸 せ とす る ところで ある。
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